
※お支払例は類似の
ケースにおいて必
ず保険金をお支払
いすることをお約
束するものではあ
りません。

もちろん、
賠償金も
しっかり補償

針刺し事故
等の場合の
傷害事故も
補償

掛金は
加入しやすい
金額

看護職賠償責任
保険の対象業務

○日本国内で看護職が行う業務（特定行為およびその実施可否判断を含みます。）によって、他人の身体や財物
　に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償します。
○業務中に偶然な事故により死亡、後遺障害が生じた場合や針刺し事故等によりHBV、HCV、HIVに感染された
　場合（HBVは感染後、発病・治療した場合）に保険金をお支払いします。

※補償期間は毎年11月1日から1年
間となっています。毎月1日付の
中途加入も随時受付しています
ので、裏面お問合せ先の看護職
賠償責任保険制度コールセン
ターまでご遠慮なくお問い合わせ
ください。

掛金は1年間で

2,650円

人格権侵害
・名誉毀損の
  賠償費用
・秘密漏えいの
  賠償費用 など

〈保険金の内訳〉

50万円限度1事故
（保険期間中 100万円まで）

患者との会話において、名誉を
傷つけられたと訴えられたなど

初期対応費用

250万円限度1事故
（うち見舞品購入費用1被害者につき10万円限度）

事故が発生した場合に、被保険者が負担する
社会通念上妥当と認められる初期対応費用など

② 助産師・看護師が行う保健教育業務・健康教育業務。
③ 准看護師が医師または看護師の指示を受けて行う
　 保健教育業務・健康教育業務。
④ ①②③に対する管理監督業務。
（注）対象となる全ての業務に対して、報酬の有無は問いません。

（事故発生からその日を含めて3日以内に直後検査を行っていただきます。）
HBV 1.8万円 HCV18万円 HIV60万円

血液曝露等傷害保険金
使用済の針を刺してしまった等の事故によりHBVに感染後、
B型肝炎を発病し治療した場合、もしくはHCV、HIVに感染した場合

傷害死亡・重度後遺障害保険金

66.3～85万円

就業中の偶然な事故により死亡
もしくは重度後遺障害が生じた場合

① 保健師助産師看護師法の規定に基づき、
　保健師、助産師、看護師、准看護師が行う業務。

対人賠償

・被害者の治療費
・慰謝料
・休業補償 など

〈保険金の内訳〉

5,000万円限度1事故
（保険期間中 1億5,000万円まで）

誤った薬剤を投与してしまい、
患者に障害を負わせてしまったなど

対物賠償

・被害財物の
 修理費
・再購入費用 など

〈保険金の内訳〉

50万円限度1事故

うっかり患者のメガネを
踏みつけ破損してしまったなど

＊災害派遣等における看護業務を含む。
＊特定行為およびその実施可否判断を含む。
＊有資格者が業務上のスキルアップを目的として参加
　する研修・臨床実習等を含む。
＊院内助産システムにも対応する。

日本看護協会公益社団法人

看護職賠償責任保険制度のご案内
日本看護協会の会員のみご加入いただける保険制度です！

看護協会_補償内容改定のご案内_B5チラシ／160426PDF／1校

医事紛争などから
あなたの人生を守ります。

2つのサポートが、

内訳
保険料1,800円 ＋ 運営費850円
運営費の使途
ご加入手続きにかかわる事務運営費、事故に
かかわる情報収集等、加入者に対する相談・
支援、医療安全情報提供等のサービス

サポート1
事故発生から解決まで、
専門的な知識と経験をもつ
看護師がアドバイス。
〈相談対応・支援〉

「看護職賠償責任保険制度」
サービス推進室

サポート2
賠償請求の内容が、
妥当であるかを公正に

チェック！

〈事故審査委員会〉



「看護職賠償責任保険制度」加入者サービスのご案内

03-5778-5968 平日10時～17時（土・日・祝日は休業）電話

soudan@jnapc.co.jp ※郵便・来訪（要予約）でもお受けいたします。メール

　日常の看護業務上生じた医療安全に係るできごとや、万一事故が発生した場合の民事・刑事・行政上の責任等に
関する事案について、事故発生直後から解決に至るまでの全プロセスにおいて相談に応じ支援＊1を行っています。
　さらに個別の相談事案においては、本保険制度の顧問弁護士とも連携し、加入者に対する一層のサービス向上に
努めています。

相談対応・支援

医療安全に関する医療・看護情報の提供

1

2

＊1 刑事上の責任が問われ個別に弁護士と契約し係争する場合はその限りではありません。また民事上の個別係争事案の解決
は、保険金支払いの対象となるため、幹事保険会社が相談対応・支援を行います。

　相談対応・支援のほか、本保険制度ホームページへの医療事故・訴訟等関連情報の掲載や、「看護職賠償責任保
険制度News」の発行（年2回以上）、研修会の開催等を通し、医療安全に関する医療・看護情報を提供しています。
ぜひご活用ください。

「看護職賠償責任
保険制度」
ホームページ

https://li.nurse.or. jp

※テーマは決定次第、本会公式ホームページ及び協会ニュースでお知らせいたします。

このご案内は、看護職賠償責任保険制度の概要をご説明したものです。加入申し込みの際は必ず専用のパンフレットをご確認の上お手続きをお願いいたします。

お問合せ先

各都道府県看護協会までお問い合わせください。

TEL.0120-088-073

＊日本看護協会入会は

受付時間看護職賠償責任保険制度コールセンター
平　日  9:00 ～ 20:00
土日祝  9:00 ～ 17:00

（幹事保険会社）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 〒100-8965 東京都千代田区霞が関3-7-3

三井住友海上火災保険株式会社　 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1

東京海上日動火災保険株式会社 〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4

＊看護職賠償責任保険制度に
　ついてのお問い合わせは

●引受保険会社

株式会社日本看護協会出版会 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2 日本看護協会ビル4F
 TEL：03-5778-5781（受付時間：午前10時から午後5時まで）

●取扱代理店

公益社団法人 日本看護協会 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2 日本看護協会ビル
●契約者・制度運営

「看護職賠償責任
保険制度」
サービス推進室
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「看護職賠償責任保険制度」研修会の開催3
　加入者を対象とした医療安全に係る研修会を参加費無料で開催しています。加入者の皆様にとって関心の高い医
療事故防止やクレーム対応などのテーマを選定し、ロールプレイやグループワークを取り入れた内容となっていま
す。研修会の開催は協会ニュース、看護職賠償責任保険制度ホームページなどでご案内しておりますので、ぜひご
参加ください。


